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協議
第 1 号

富合町合併特例区規約の一部変更について ○ 協議 ○ ○

協議 富合町合併特例区協議会の構成員の報酬に
○ ○ ○ －第 2 号 関する規則の一部改正について

協議 富合町合併特例区公告式規則の一部改正に
○ － － －第 3 号 ついて

協議 富合町合併特例区財政状況の公表に関する
○ － － －第4 号 規則の一部改正について



協議第1号

富合町合併特例区規約の一部変更について

富合町合併特例区規約の一部を変更する規約について、別紙のとおり提案す

る。

平成22年11月10日　提出

富合町合併特例区長　　村　崎　　秀



富合町合併特例区規約の一部を変更する規約

富合町合併特例区規約の一部を次のように変更する。

第1条中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に

関する法律」に改める。

附　則

この規約は、告示の日から施行する。

ユ



富合町合併特例区規約新旧対照表

（傍線部分は今回改正部分）

改　正　案 現　　　行

第（設置）1条　市町村の合併の特例に関する

法建（平成16年法律第59号）第2

6条第1項の規定に基づき、合併前の

下益城郡富合町の区域（以下「区域と

いう。」に合併特例区を設ける。
（名称）

第2条　合併特例区の名称は、富合町と
する。
（設置期間）

第3条　合併特例区の設置期間は、合併
の日から5年間とする。
（合併特例区の処理する事務）

第4条　合併特例区は、次に掲げる事務
を処理する。
（1）　別表に規定する公の施設の設置
及び管理に関すること・。

（2）　区域におけるコミュニティ関連
施策に関すること。

（3）　区域における地域振興イベント
並びに文化及び伝統の継承に関する
こと。

（4）　区域における九州新幹線総合車
両基地に関連する事業に関するこ
と。

（5）　区域における国民健康保険療養
給付支払等基金を財源とした保健事
業に関すること。
（事務所の位置）

第5条　合併特例区の事務所は、合併前
の下益城郡富合町大字清藤405番地
3に置く。

（区長の任期）
第6条　合併特例区の長（以下「区長」

という。）の任期は、2年とし、再任を
妨げないものとする。
（区長の権限）

第7条　区長は、合併特例区を代表し、

その事務を総理する。

2　区長に事故があるとき又は区長が欠

けたときは、合併特例区の職員のうち、

区長があらかじめ指定する者がその＼

（設置）

第1条　市町村の合併の特例等に

旦豊建（平成16年法律第59号）第

26条第1項の規定に基づき、合併前

の下益城郡富合町の区域（以下「区域

という。」に合併特例区を設ける。
（名称）

第2条　合併特例区の名称は、富合町と
する。
（設置期間）

第3条　合併特例区の設置期間は、合併
の日から5年間とする。
（合併特例区の処理する事務）

第4条　合併特例区は、次に掲げる事務
を処理する。
（1）別表に規定する公の施設の設置
及び管理に関すること。

（2）　区域におけるコミュニティ関連
施策に関すること。

（3）　区域における地域振興イベント
並びに文化及び伝統の継承に関する
こと。

（4）　区域における九州新幹線総合車
両基地に関連する事業に関するこ
と。

（5）　区域における国民健康保険療養
給付支払等基金を財源とした保健事
業に関すること。

（事務所の位置）
第5条　合併特例区の事務所は、合併前
の下益城郡富合町大字清藤405番地
3に置く。
（区長の任期）

第7条　合併特例区の長（以下「区長」
という。）の任期は、2年とし、再任を
妨げないものとする。
（区長の権限）

第7条　区長は、合併特例区を代表し、
その事務を総理する。

2　区長に事故があるとき又は区長が欠
けたときは、合併特例区の職員のうち、
区長があらかじめ指定する者がその
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職務を代理する。
（合併特例区協議会の構成員の選任

等）
第8条　合併特例区協議会の構成員（以

下「構成員」という。）は、区域内に住
所を有し、かつ、熊本市議会の議員の
被選挙権を有する者のうちから、熊本
市長が選任する。

2　構成員の任期は、2年とする。ただ
し、欠員により構成員となった者の任
期は、前任者の残任期間とする。

3　構成員の再任は、これを妨げないも
のとする。

4　熊本市長は、構成員がその職務に必
要な適格性を欠くと認める場合又は心
身の故障により職務の遂行に堪えられ
ないと認める場合は、当該構成員を解
任することができる。
（合併特例区協議会の会長及び副会長

の選任等）
第9粂　合併特例区協議会に、会長及び
副会長各1人を置き、構成員の互選に
よりこれを定める。

2　会長及び副会長の任期は、構成員の
任期による。

3　会長及び副会長の解任については、
協議会で協議し、決定する。
（合併特例区協議会の組織及び運営）

第10条　構成員の定数は、10人以内
とする。

2　合併特例区協議会の会議（以下「会

議」という。）は、定例会及び臨時会と
，し、区長が招集するものとする。

3　会議は、構成員の2分の1以上の者
が出席しなければ、これを開くことが

できない。
4　会議の議長は、会長が務めるものと

する。

5　会長が必要と認めるときは、構成員
以外の者を会議に出席させ、意見を求

めることができる。

6　会議は、公開で行うものとする。た
だし、会長が必要と認めるときは、会
議に諮り、公開しないことができる。

7　会議の議事は、出席した構成員の過

半数でこれを決し、可否同数のときは、
会長の決するところによる。

8　合併特例区協議会の庶務は、合併特

職務を代理する。
（合併特例区協議会の構成員の選任

等）
第8条　合併特例区協議会の構成員（以

下「構成員」という。）は、区域内に住
所を有し、かつ、熊本市議会の議員の
被選挙権を有する者のうちから、熊本
市長が選任する。

2　構成員の任期は、2年とする。ただ
し、欠員により構成員となった者の任
期は、前任者の残任期間とする。

3　構成員の再任は、これを妨げないも
のとする。

4　熊本市長は、構成員がその職務に必
要な適格性を欠くと認める場合又は心
身の故障により職務の遂行に堪えられ
ないと認める場合は、当該構成員を解
任することができる。
（合併特例区協議会の会長及び副会長

の選任等）
第9条　合併特例区協議会に、会長及び
副会長各1人を置き、構成員の互選に
よりこれを定める。

2　会長及び副会長の任期は、構成員の
任期による。

3　会長及び副会長の解任については、
協議会で協議し、決定する。
（合併特例区協議会の組織及び運営）

第10条　構成員の定数は、10人以内
とする。

2　合併特例区協議会の会議（以下「会
議」という。）は、定例会及び臨時会と
し、区長が招集するものとする。

3　会議は、構成員の2分の1以上の者
が出席しなければ、これを開くことが
できない。

4　会議の議長は、会長が務めるものと
する。

5　会長が必要と認めるときは、構成員
以外の者を会議に出席させ、意見を求
めることができる。

6　会議は、公開で行うものとする。た
だし、会長が必要と認めるときは、会

議に諮り、公開しないことができる。
7　会議の議事は、出席した構成員の過

半数でこれを決し、可否同数のときは、

会長の決するところによる。
8　合併特例区協議会の庶務は、合併特
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例区の事務所において処理する。
（委任）

第11条　この規約に定めるもののほ
か、合併特例区の組織及び運営に関し
必要な事項は、合併特例区規則で定め
る。

附　則

この規約は、合併の日から施行する。
附　則

この規約は 告示の日から施行する。

別表（第4条関係）

【略】

例区の事務所において処理する。
（委任）

第11条　この規約に定めるもののほ
か、合併特例区の組織及び運営に関し
必要な事項は、合併特例区規則で定め
る。

附　則

この規約は、合併の日から施行する。

別表（第4条関係）

【略】
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＜　参考資料　＞

市町村の合併の特例に関する法律（抜粋）

（平成十六年五月二十六日法律第五十九号）

（合併特例区の規約の変更）

第三十二条　合併特例区の規約の変更は、合併市町村と合併特例区との協議によっ

て定める。

2　前項の協議については、合併市町村にあっては、議会の議決を経なければならな

い。

3　第一項の協議については、合併特例区にあっては、合併特例区協議会の同意を得

なければならない。

4　合併特例区の規約を変更しようとするときは、合併市町村は、都道府県知事の認

可を受けなければならない。ただし、前条第一項第一号、第六号又は第九号に掲げ

る事項その他政令で定める事項のみに係る合併特例区の規約を変更しようとすると

きは、この限り．でない。

5　合併市町村は、前項ただし書に規定する事項のみに係る合併特例区の規約を変

更したときは、直ちに都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

6　合併市町村は、第四項の認可を受けたとき又は前項の届出をしたときは、速やか

にその旨を告示しなければならない。



協議第　2　号

富合町合併特例区協議会の構成員の報酬に関する規則の一部改正につい

て

富合町合併特例区協議会の構成員の報酬に関する規則の一部を改正する規則

について、別紙のとおり提案する。

平成22年11月10日　提出

富合町合併特例区長　　村　崎　　秀
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富合町合併特例区協議会の構成員の報酬に関する規則の一部を改正する

規則

富合町合併特例区協議会の構成員の報酬に関する規則（平成20年規則第2

号）の一部を次のように改正する。

第1条中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に

関する法律」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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富合町合併特例区協議会の構成員の報酬に関する規則新旧対照表

（傍線部分は今回改正部分）

改　正　案 現　　　行

（趣旨）

第1条 この規則は、市町村の合併の特

例に関する法律（平成16年法律第5

9号）第36条第7項において準用す

る地方自治法（昭和22年法律第67

号）第203条の2第2項及び第4項

の規定に基づき、合併特例区協議会の

構成員（以下「構成員」という。）の

報酬の額及び支給方法に関し必要な

事項を定めるものとする。
（報酬の額）

第2粂　構成員の報酬は、月額187，
500円とする。
（支給方法）

第3条　構成員が月の中途において就職
し、又は離職し、若しくは死亡した場
合においては、その月分の報酬は、日
割計算によって支給する。

第4条　報酬は、その月分を翌月の10
日に支給する。ただし、区長が特に必
要と認めるときは、区長が定める目に
支給することがセきる。

2　前項に規定する支給日が富合町合併
特例区の休日及び期限の特例を定める
規則（平成20年富合町合併特例区規
則第7号）に規定する合併特例区の休
日（以下「休日」という三）に当たると
きは、その日前においてその日に最も

近い休日でない日に支給する。
3　構成員が離職し、又は死亡した場合
においては、第1項の規定にかかわら

ず、報酬を直ちに支給することができ

る。
第5条　報酬は、構成員の申出により、

口座振替の方法により支給することが

できる。

（雑則）
第6条　この規則に定めるもののほか、

この規則の施行に関し必要な事項は、
区長が別に定める。

（趣旨）

第1条 この規則は、市町村の合併

例等に関する法律（平成16年法律第

59号）第36条第7項において準用

する地方自治法（昭和22年法律第6

7号）第203条の2第2項及び第4

項の規定に基づき、合併特例区協議会

の構成員（以下「構成員」という。）

の報酬の額及び支給方法に関し必要

な事項を定めるものとする。
（報酬の額）

第2条　構成員の報酬は、月一額187，
500円とする。
（支給方法）

第3条　構成員が月の中途において就職
し、又は離職し、若しくは死亡した場
合においては、その月分の報酬は、日
割計算によって支給する。

第4条　報酬は、その月分を翌月の10
日に支給する。ただし、区長が特に必
要と認めるときは、区長が定める日に
支給することができる。

2　前項に規定する支給日が富合町合併
特例区の休日及び期限の特例を定める
規則（平成20年富合町合併特例区規
則第7号）に規定する合併特例区の休
日（以下「休日」という。）に当たると
きは、その日前においてその日に最も
近い休日でない日に支給する。

3　構成負が離職し、又は死亡した場合
においては、第1項の規定にかかわら

ず、報酬を直ちに支給することができ
る。

第5条　報酬は、構成員の申出により、
口座振替の方法により支給することが

できる。
（雑則）

第6条　この規則に定めるもののほか、
この規則の施行に関し必要な事項は、

区長が別に定める。

？



附　則

この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成21年12月22日

規則第3号）
この規則は、平成22年1月1日から

施行する。
附　則

この規則は、公布の日から施行する

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成21年12月2r2日

規則第3号）
この規則は、平成22年1月1日から

施行する。
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＜　参考資料　＞

市町村の合併の特例に関する法律（抜粋）

（平成十六年五月二十六日法律第五十九号）

（合併特例区協議会の同意及び合併市町村の長の承認を要する合併特例区規則）

第五十四条　合併特例区の長は、第四十八条第二項、第三十三条第六項において読

み替えて準用する地方自治法第二百四条第二項及び第三項並びに第二百四条

の二、第三十六条第七項において読み替えて準用する同法第二百三条の二第二

項及び第四項並びに第二百四条の二、第四十七条において読み替えて準用する

同法第二百二十八条第一項前段並びに第二百四十一条第一項、第二項及び第

八項並びに第四十八条第三項において読み替えて準用する同法第二百四十四条の

二第二項から第四項まで及び第九項の合併特例区規則を定めようとするときは、

合併特例区協議会の同意を得なければならない。

2　前項に規定する今併特例区規則は、合併市町村の長の承認を受けなければ、そ

の効力を生じない。

3　合併市町村の長は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、当該合併市町

村の議会の議決を経なければならない。

＝



協議第　3　号

富合町合併特例区公告式規則の一部改正について

富合町合併特例区公告式規則の一部を改正する規則について、別紙のとおり

提案する。

平成22年11月10日　提出

富合町合併特例区長　　村疇∴　秀

lユ



富合町合併特例区公告式規則の一部を改正する規則

富合町合併特例区公告式規則（平成20年規則第8号）の一部を次のように

改正する。

第1条中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に

関する法律」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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富合町合併特例区公告式規則新旧対照表（改正条文のみ）

（傍線部分は今回改正部分）

改　正　案 現　　　行

（趣旨）

第1条　この規則は、市町村の合併の特

例に関する法律（平成16年法律第5

9号）第35条第2項において準用す

る地方自治法（昭和22年法律第67

号）第16条第4項の規定に基づく合

併特例区規則その他区長が定める規

程等の公告式に関し必要な事項を定

めるものとする。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
附　則

この規則は、公布の日から施行する

（趣旨）

第1条 この規則は、市町村の合併の特

例等に関する法律（平成16年法律第

59号）第35条第2項において準用

する地方自治法（昭和22年法律第6

7号）第16条第4項の規定に基づく

合併特例区規則その他区長が定める

規程等の公告式に関し必要な事項を

定めるものとする。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

14



協議第　4　号

富合町合併特例区財政状況の公表に関する規則の一部改正について

富合町合併特例区財政状況の公表に関する規則の一部を改正する規則につい

て、別紙のとおり提案する。

平成22年11月10日　提出

富合町合併特例区長　　村崎　　秀

15



富合町合併特例区財政状況の公表に関する規則の一部を改正する規則

富合町合併特例区財政状況の公表に関する規則（平成20年規則第9号）の

一部を次のように改正する。

第1条中「市町村の合併の特例等に関する法律」を「市町村の合併の特例に

関する法律」に改める。

附　則

この規則は、公布の目から施行する。
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富合町合併特例区財政状況の公表に関する規則新旧対照表（改正条文のみ）

（傍線部分は今回改正部分）

改　正　案 現　　　行

（趣旨）

第1条　この規則は、市町村の合併の特

例に関する法律（平成16年法律第5

9号）第47条において準用する地方

自治法（昭和22年法律第67号）第

243条の3第1項の規定に基づく

合併特例区の財政状況の公表に関し

必要な事項を定めるものとする。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
附　則

この規則は、公布の日から施行する。

（趣旨）

第1条　この規則は、市町村の合併の特

例等に関する法律（平成16年法律第

59号）第47条において準用する地

方自治法（昭和22年法律第67号）

第243条の3第1項の規定に基づ

く合併特例区の財政状況の公表に関

し必要な事項を定めるものとする。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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＜　参考資料＞

市町村の合併の特例に関する法律（抜粋）

（平成十六年五月二十六日法律第五十九号）

（合併特例区協議会の同意を要する合併特例区規則）

第五十三条　合併特例区の長は、第三十五条第二項において読み替えて準用する地

方自治法第十六条第三項及び第四項、第四十一条において読み替えて適用する

同法第四条の二第一項、第二項第三号及び第四項並びに第四十七条において読

み替えて準用する同法第二百九条第二項、第二百三十七条第二項及び第二百四

十三条の三第一項の合併特例区規則を定めようとするときは、合併特例区協議会の

同意を得なければならない。

1号



報告第1 号

健康の里フェスティバル（健康祭・産業祭）について

別紙「2010健康の里フェスティバル」を参照

川



湘嚇鍵㈱幽慧
轟
単
車
葦
♯
圏
尊
卑
骨
董
圏
♯

9：00～

9：00～

文化鐘展示（アスバル寅合）

文化礫舞裏金（アスバル富合）

儀層の重づくりグラウンドゴルフ大会　8：30～
（畜舎中学校横屋外運動堵）

叉雨天の場合は11月17日（水）

靂露鋼（雁回舘周辺）　　　　　　　　9：15～

傭應離（7スバル富合）　　　　　　　9：30～

お糞しみ抽堰曇・エ重田地縫彊会　　　　15二00～

緒㈱㈱
♯柵軸

淋恒剥く緋当

「

ト

」

（
〇
m
‖
N
「
～
O
M
＝
空

転
野
と
脱
胎
間
貸

～
O
M
 
H
　
の

M
母
島
璧
嘩
撃
．
経
賢
淀
図
・
脂
嘩
世
的
●

～

0

0

日

の

L

M
＃
胡
蝶
椎
●

朝
川
・
一
フ
＼
ベ
ト

図

鼻

鴫

野

朝



＝午後1時から

（主催：合併特例区　共催：JA熊本う書　後援：熊本市富合商工会・害合工業団地協同組合）
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◎骨密度測定コ」ナTJ
9：30～

骨密度・体成分測定等
（国保・介護班）

◎健康相談コーナーJ
9：30～

（保健師・管理栄養士）

◎み竺靂鎧刃
9：30～

（健康の里づくり推進員）

◎福祉廟具展示J
9：30～

（地域包括支援センター）

完諾賢j
◎国保

9：30～

特定健診相談・介護相談等
（国保・介護班）

◎如心身介護予防J
体操・ゲーム

10：30・～

（熊本・宇城地域リハビリテーション

広域支援センター■地域包括支援センター）

10：00・～・11：30

（母子保健推進員
歯科衛生士）

◎歯科相談二、－．′
二二フッ素塗布
10：00～11：30

（平野歯科医師）

◎人権コーナー　ノ
9：30′〉

（人権推進総圭・
まちづくり交流室）

笥誤雄売J
g：30～

（食生活改善推進員）
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※「おにぎり」配布‥・町でできたお米「森のくまさん」を使ったおにぎりです。
11時55分より雁回館前にて配ります。

ii血二

血二ごi馳」」率≡空室些些

◇米計量コンテスト……‥9：30－雁回舘前

◇ふれあいバザー…・・…・9：30～確固舘トレーニングルーム（主催：婦人会）

◇農産物品評会………・9：15～雁回館前□一夕リー

◇農産物即売会………・10：15～雁回館前ロータリー

◇バナナのたたき売り……・11：00～雁回舘前（主催：トークの会）

《販売コーナー》

★もち・はちみつ・野菜・山菜おこわ・からしれんこん等

富合総合支所前9：30～《商工会・地元生産者・生活研究グループなど》



報告第　2　号

富合町駅伝大会について

別紙・「富合町駅伝大会開催要項」及び「駅伝大会コース図」を参照



平成22年度第42回富合町駅伝大会開催要項
1．日的

富合町民のスポーツの振興を図り、走ることにより強靭な体力と精神力、特に困難を克服
する気迫と根性を養う。

2．主催：熊本市富合町合併特例区

3．共催：富合町体育協会・熊本市富合公民館

4．日時：平成22年12月5日（日）・・・雨天決行
午前9時開会午前9時30分スタート

5．参加資格及びチーム編成（原則として区対抗とするが、隣接区との混合チームも可）
1チーム…監督1名、選手10名、（小学生1、中学生1、中学生以上3、16歳以上1、

一般2、40歳以上又は一般女子1、女子1）計10名

6．中継点及び走路
スタート　富合総合支所玄関前

1　　　　　　　　　1区　　1．2km（小学生）
第1中継点・・・新（公民館先）

1　　　　　　　　　　2区　　2．0km（中学生）
第2中継点・・・平原（消防ポンプ小屋前）

1　　　　　　　　　　3区　　3．0km（中学生以上）
第3中継点・・・榎津（広域農道左折約200m先付近）

1　　　　　　　　　　4区　　2．3km（中学生以上）
第4中継点・・・廻江（小規模多機能型居宅介護よかひより前）

1　　　　　　　　　　5区　　1，2km（一般）

第5中継点・・・鳥場（阿蘇養蜂㈱駐車場前）
J　　　　　　　　　　6区　　1．0km（女子）

第6中継点・・りJ、岩潮（消防ポンプ小屋先）
1　　　　　　　　　　7区　　1．7km（一般）

第7中継点・・・菰江（農免道路）
1　　　　　　　　　8区　1．7km（中学生以上）

第8中継点・・・汐崎（農免道路）
1　　　　　　　　　　9区　　2．6km（16歳以上）

第9中継点・・・田尻（跨線橋先）
J l O区　　1．6km（40歳以上又は一般女子）

ゴール　富合総合支所玄関前
計10名　18．3km

7．大会規則
1）競技の方法は、日本陸連の駅伝規則に準ずる。
2）選手の配置等は各チームで行うこと。
3）選手は道路左側を走ること。′（1区及び10区の富合小学校前については歩道）
4）選手は小学生が1区、中学生が2区、中学生以上が3・4・8区、16歳以上が9区、
女子が6区、40歳以上又は一般女子が10区、一般が5区を走ることとする。

5）名簿変更は、当日午前8時30分まで受付ける。
6）伴走は禁止する。
7）競技中の突発的な事故等については、応急処置のほかは参加者の責任とする。
但し、選手は全員一日傷害保険に加入するものとする。（各地区及びチームで）

8）その他、今大会の申し合わせ事項を適用する。
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9）補欠は6名以内とする。
10）繰り上げは10分とし、第5中継所で行う。（タスキは赤を使用）

8．車両
大会関係の車両は、親時計車、広報車、先導車、本部車、審判車、救護車、記録車とする。

9．開・閉会式
開会式は午前9時から閉会式は競技終了30分後に、雁回館玄関前にて行う。

開会 式 閉会 式

1 ． 開会 の 辞　　　 4 ．競 技 上 の 注 意 1 ． 成 績 発 表　　　 4 ． 閉 会 の 辞

2 ．優 勝 旗 返 還　　 5 ． 選 手 宣 誓 2 ． 表 彰

3 ． 主催 者 挨 拶　　　 （前回度優勝チーム） 3 ． 講評

10．表彰

☆上位3チーム及び区間1位を表彰する。
☆各チームで宣言したタイム（トータル）に最も近い1チームを表彰する。
☆前年度より躍進した1チームを表彰する。但し、複数の場合は、前年度より順位がより躍
進したチームとする。（複数の場合はタイム差が大きいチーム）

11．申込

参加チームは、選手名簿を11月24日（水）までに富合公民館（アスバル富合）へ申し
込むこと。

12．競技役員
審判長

審判員

先導
親時計
広報係

出・決勝係
出発合図係

中継記録
最後尾車
救護係
総務（本部記録）

名
名

1
　
4

名
名
名
名
名
名
名
名
名

1
　
2
　
2
　
5
　
2
　
5
　
2
　
2
　
5

2

13．中継主任
各中継所記録責任者が兼ねる。

14．交通整理
信号のある交差点は警察官に依頼し、主要交差点等危険と思われる箇所には交通指導員及

び各行政区より選出したボランティアの指導員を配置する。

15．コース

別紙のコース図参照

‘ユ4





報告第3号　行　事　予　定　表　（平成22年11月10日～12月10日）
富合総合支所（全体）

≡曜 時間 区長 行　 事 （業 務） 場　 所 日≡曜 時間 区長 行　 事 （業 務 ） 場　 所

1 ≡水 9：00

9：00

13二30

○

○

特設 人権相談

合併特例 区協議会

嘱託 員会議
】嘱託 員便発送 日 l

アスバル和室

3F大会議室

aF大会議室

26 金

1 圭木 　8：30

～20：00

資源 ごみ拠点回収 日 総合支所横 学蕪

1 ≡金

19：00 都市計画に関する住民説明会 アスバルt含ホール

≡乏

誉 2 9 月

⇒ 綽 ⊥■■1乙： 30 火 10：00 市言義会　 開会
妄≡寧 筆墨 邦雄

1 ≡月 1 水 10：00 市議会　 質問

1 火 2 木 10：00 市議会　 質問

1 水 3 金 10：00 市議会　 質問

1 木 播 手

1 金 耀 降 蕪 華

孝幸妄葦 6 月 10：00 市議会　 質 問

牽き轡 7 火 10：00 市議会　 質 問

22 月 8 水 10：0 0

9：00

1－8‡00

13：30

Q ・

○

市議会 質問

特設人権相 談

A J■l・■：tJnll■；⊃■■カモ圭A ／ヱ ±■＼

アスバル和宣

′LrJ＿A ≡▲卓

3F大会議室嘱託 員会議
】嘱託員便発送 日 l

tト1 9 木 8：30

20：00

資源 ごみ拠点 回収 日 総合支所横

7
巌 妻≡し≡・＝書

勤 労 感 謝 の 日

24 水 10 金

25 木 l 8：30

′・■20：00
1 13＝00 ○

資源ごみ拠点 回収 日 総合支所横

1階第1・会議室定例農業委員会
1嘱託 員便発 送日 l
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備

考

都市計画に関する住民説明会 11月9日（火）、12日（金）

11月23日（火）産業祭■健康祭

12月5日（日）富合町駅伝大会

H22年第4回定例会11月30日（火）～12月17日（金）

質問 12月1日（木）～3日（金）、6日（月）～8日（水）


